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神奈川県横浜市中区不老町 2-9-1 関内ワイズビル 

エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社 
 

このソフトウエア使用許諾契約書（以下、「本契約」といいます）は、お客様とエヌ・テ

ィ・ティ アイティ株式会社（以下、「当社」といいます）との間で、「マジックコネク

トソフトウエア」（以下、「本ソフトウエア」といいます）の使用に関して合意するもの

です。 
 

当社がお客様に許諾するソフトウエアの構成などは、ASP サービスに加入された場合は｢マ

ジックコネクト ASP サービス申込書兼提供開始通知書｣（以下、「ASP サービス申込書」と

いいます）に、システム製品を購入された場合は「マジックコネクトソフトウエアライセ

ンス内容通知書」（以下、「ライセンス内容通知書」といいます）に示します。 

本契約は、お客様が本ソフトウエアをコンピュータ等にインストールした時点で成立する

ものとします。 
 

 

第１条第１条第１条第１条    （著作権の帰属）（著作権の帰属）（著作権の帰属）（著作権の帰属）    
 

本ソフトウエアおよび本ソフトウエアに帰属するドキュメント（以下、「関連文書」とい

います）に係わる著作権およびその他一切の知的財産権は、当社または当社へ当該部分の

再販売権および再々販売権（再許諾権および再々許諾権を含む）を許諾した企業、団体あ

るいは個人に帰属します。本ソフトウエアおよび関連文書は、著作権法および著作権に関

する条約等によって保護されています。本ソフトウエアおよび関連文書は、使用を許諾さ

れるものであり、販売されるものではありません。 
 

 

第２条第２条第２条第２条    （使用許諾の範囲）（使用許諾の範囲）（使用許諾の範囲）（使用許諾の範囲）    
 

当社はお客様に対し、以下のことを許諾します。 

（１） 本ソフトウエア入手時にお客様が指定された１台のコンピュータに対し、システ

ム製品のサーバプログラムをインストールし、当社がお送りするライセンスキー

を設定して、使用すること。 

（２） 本ソフトウエアの対象機器用／操作 PC用プログラムを、別紙「ASP サービス申込

書」、もしくは、別紙「ライセンス内容通知書」に記載のソフトインストール許

諾に従い、許諾数分のコンピュータ等にインストールし、使用すること。 

（３）  バックアップ目的に限り、本ソフトウエア及び関連文書を複製すること。 
 

 

第３条第３条第３条第３条    （禁止事項）（禁止事項）（禁止事項）（禁止事項）    
 

お客様は、以下の行為を行うことはできません。 

（１） 本契約第２条第３項に規定される場合を除き、本ソフトウエア及び関連文書を複

製すること。 

（２） 本ソフトウエアを変更、逆エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする

こと。 

（３） 本ソフトウエアもしくは関連文書、およびその複製物を、第三者に対して販売、

頒布、貸与、譲渡すること。 
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（４）  本ソフトウエアおよび関連文書を、ASP サービスに供すること。 

（５） 本ソフトウエアおよび関連文書を本契約第２条第１項および第２項に規定される

場合以外での態様で使用すること。 

（６） 本ソフトウエアのサーバプログラムを利用する対象機器の同一アカウントでの接

続において、現在接続している対象機器をその最初の接続から７日以内に別の対

象機器に変えること。 

（７） 本ソフトウエアのサーバプログラムを利用する端末認証型操作 PC 用プログラム

の同一アカウントでの利用において、端末認証型操作 PC 用プログラムをインス

トールした PCをその最初の接続から７日以内に別の PCに変えること。 

（８） 本ソフトウエアを日本国法および関連省令あるいは条例が禁止する国あるいは地

域へ直接あるいは間接的に持ち出すこと、あるいは、輸出すること。 
 

 

第４条第４条第４条第４条    （本ソフトウエア上でのアプリケーション利用）（本ソフトウエア上でのアプリケーション利用）（本ソフトウエア上でのアプリケーション利用）（本ソフトウエア上でのアプリケーション利用）    
 

お客様は、本ソフトウエア上で利用するアプリケーションプログラムが当該アプリケーシ

ョンプログラムのライセンス条項に違反しないことを良く確認のうえ、利用する義務を負

います。お客様は、お客様が当該アプリケーションプログラムを使用したことにより起因

する対象プログラムライセンスに関わる如何なる問題に関しても、お客様単独でその責任

を引き受けることに同意するものとします。 
 

 

第５条第５条第５条第５条    （ソフトウエアサポート）（ソフトウエアサポート）（ソフトウエアサポート）（ソフトウエアサポート）    
 

お客様は、ASP サービスに加入された場合は使用料の支払いに基づき、また、システム製

品を購入された場合は別途締結されるサポート契約に基づき、下記のサポートサービスを

受けることができます。 
 

サポートサービスは、a)本ソフトウエアに関する毎月５件までのメールによるお問い合わ

せと応答、b)お客様がサポートを受けている期間に当社がリリースするメインテナンス用

ソフトウエアの受け取り、となります。 
 

故障切り分け、出張サポート、本ソフトウエアのインストール作業、お客様が本ソフトウ

エア上で利用されるアプリケーションのサポートなどは本サポートサービスに含まれませ

ん。このようなサービスをお望みの場合は当社あるいは本ソフトウエアの供給者へ御相談

ください。 
 

なお、「メインテナンス用ソフトウエア」とは、軽微な機能追加や不具合の修正などを行

ったソフトウエアです。本ソフトウエアの機能などを大幅に向上させた新バージョンソフ

トウエアの受け取りは、上記サポート契約では適用されません。 
 

 

第６条第６条第６条第６条    （品質保証）（品質保証）（品質保証）（品質保証）    
 

当社は、お客様が当社あるいは本ソフトウエアの正当な供給者から有効なライセンスを取

得している場合、お客様が本ソフトウエアを正当に入手してから９０日の間、本ソフトウ

エアが、本ソフトウエアの機能として当社が規定している内容を実質的に実現しているこ

とをお客様に保証します。上記は、本ソフトウエアがどのような状況で用いられても当社

規定どおりに動作することを保証するものではありません。お客様は、一般にソフトウエ

ア製品の動作は、コンピュータ、オペレーティングシステム、動作中の他アプリケーショ

ンプログラムの状態、ネットワーク状態、などの影響を受け、ソフトウエア製品が規定ど
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おりに動作しないことがありうることを理解、了承するものとします。上記「実質的に実

現している」とは、ある条件下（コンピュータ、オペレーティングシステム、動作中の他

アプリケーションプログラムの状態、ネットワーク状態、などのある組み合わせ）で、あ

る手順により本ソフトウエアを操作した時に、本ソフトウエアが当社で規定しているよう

に動作する、ということを意味します。 
 

お客様が本ソフトウエアを正当に入手してから９０日以内に、どのような動作条件および

操作手順であっても本ソフトウエアが当社の規定に沿った動作をしないことを当社に示し

た場合、当社は、申し出の時点から９０日以内に本ソフトウエアを修正しお客様に提供す

るものとします。仮に、当社が本ソフトウエアの修正を行うことが出来なかった場合、お

客様は、本ライセンス契約を破棄し、本ソフトウエアに対し支払った金額の返却を受ける

ことができるものとします。なお、上記はお客様がメインテナンス用ソフトウエアを入手

した場合には適用されません。 
 

お客様は、当社が、上記以外の保証を明示的、暗黙的に関わらず、一切行わないことを了

承するものとします。 
 

 

第７条第７条第７条第７条    （免責）（免責）（免責）（免責）    
 

当社は、お客様に対し、本ソフトウエアまたは関連文書の欠陥、瑕疵等について、これら

を使用したこと、または使用できなかったことから生じる一切の損害（お客様の情報の消

失、毀損等による損害を含みます）に関して、いかなる責任も負いません。 
 

 

第８条第８条第８条第８条    （有効期間）（有効期間）（有効期間）（有効期間）    
 

本契約の有効期間は、お客様が本契約に同意した時点から、本ソフトウエアの使用を中止

する迄とします。お客様が本契約の条項に違反した場合には、本契約は直ちに終了し、本

契約第２条に規定する許諾も終了するものとします。本契約の終了後、お客様はすみやか

に本ソフトウエア、関連文書およびそれらの複製物を破棄するものとします。 
 

 

第９条第９条第９条第９条    （メインテナンス用ソフトウエア受け取り時の本契約書の更新）（メインテナンス用ソフトウエア受け取り時の本契約書の更新）（メインテナンス用ソフトウエア受け取り時の本契約書の更新）（メインテナンス用ソフトウエア受け取り時の本契約書の更新）    
 

サポート契約によりお客様がメインテナンス用ソフトウエアを受け取った場合、本ソフト

ウエアの使用許諾契約書の内容はメインテナンス用ソフトウエア付属の契約書の内容と置

き換わります。 
 

 

第１０条第１０条第１０条第１０条    （（（（裁判外紛争解決手続裁判外紛争解決手続裁判外紛争解決手続裁判外紛争解決手続））））    
 

本契約若しくはその条項に関連して発生する紛争については、一般社団法人日本商事仲裁

協会の商事仲裁規則に従って、東京において仲裁により最終的に解決されるものとします。

なお、仲裁で使用する言語は日本語とします。 
 

 

以上 
 


